
Kyoto Prefecture Department of Construction and Transportation
京都府建設交通部

入札における留意事項
（配置予定技術者調書等の変更について）



京都府

技術者C
・資格者証
・健康保険証
・経歴書

etc.

技術者B
・資格者証
・健康保険証
・経歴書

etc.

配置予定技術者調書等の変更

2

入札事務の負担軽減のため、次のとおり取り扱いを変更します。
・配置予定技術者調書（様式）の変更
（同時に入札参加する工事等の記載を省略）
・技術者の資格・雇用関係等を証する書類の提出時期の変更
（落札決定後に、実際に配置する予定の技術者分のみを提出・審査）

【入札参加資格申請時】 【入札参加資格申請時】

技術者A
・資格者証
・健康保険証
・経歴書

etc.

【落札決定後】

技術者B
・資格者証
・健康保険証
・経歴書

etc.

配置する技術者のみ
提出・審査

省略

すべての技術者の関係資料を提出

省略



京都府留意事項（その１）
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京都府では、入札書提出後の辞退を認めていません。

・入札期間が重複する複数工事に応札し、結果、複数案件を同時に落札するなど、
配置予定技術者が配置できない場合も、辞退できませんので御留意願います。

※落札決定後、技術者が配置できない場合は「違約金の徴収」や「指名停止措置」の対象となることがあります。
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建設業法の規定
により、工事現場
への専任が必要

入札書提出期限（ただし、入札書を提
出する場合は、入札書提出）までは、
入札辞退を認める。

入札書提出後
辞退不可 契約前に現場

代理人等通知
書（要件確認
資料含む。）を
提出

技術者の資格
要件及び専任
要件を確認

同時に複数案件に
参加する場合は、
特に注意



京都府
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入札書提出後
辞退不可

留意事項（その２）

「工事１を落札したので、
工事２を辞退したい。」


